別紙６                  　随意契約をすることができる場合に
                        　該当することの説明書
	 地方自治法施行令第167条の２第１項第５号
 により随意契約をすることができる場合
	  今回の契約が左に該当すること等の説明

	 緊急の必要により競争入札に付することがで
 きないとき。

	１　競争入札に付していたのでは、時期を失
  し、契約の目的を達することができないこ
  との説明
　　改修予定の校庭芝生は排水不良に起因す
　る生育不良のため、枯れや剥げが顕著であ
る。また、校庭の木製柵についても、設置か
ら２０年以上経過し、劣化が著しい。

令和７年４月２３日から県内で開催される「全国都市緑化ぎふフェア」の際に、県外
関係者の訪問、見学も予想されることから、
早期に改修し校内環境を整備する必要があ
る。
２　見積を徴した事業者の概要
　　所在地：岐阜市雛倉７９４－１
　　社　名：昭和造園土木（株）
３　見積合せをしていたのでは、時期を失し、
  契約の目的を達することができないことの
  説明
　　改修箇所の面積を確定する測量、原材料の
調達に期間を要し、また、新しい芝生の定着
のためには３月以降の施工が標準的である
ため、３カ月程度の工期が見込まれる。
さらに、見積合せに必要な改修箇所を示す
図面等の作成や、詳細な設計を別途発注する
時間もないため。
４　特定の者を選定した理由
　　昭和造園土木（株）は「造園」の入札参加
資格を有している。
また、令和５年度に本校屋外の環境整備を
実施していることから、現場の状況を知悉
している。さらに、他の県施設の剪定業務等
の数多く請け負っていることから、信頼で
きる業者である。
　　



  備考　この様式により難いときは、 必要な事項を含む適宜の様式によることができる。

